
交
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
撃
て
㈲

大
　
塚

武

松

　
　
　
　
要
り
説
き
起
し
、
漸
次
日
本
帝
國
の
實
権
を
掌
握
し
つ
、
あ

　
英
公
使
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
、
佛
総
領
事
「
ベ
レ
ク
ー
ル
」
　
　
る
諸
侯
及
び
其
馬
下
の
武
士
中
に
は
欧
米
人
に
好
意
を
有

主
唱
の
下
に
、
日
本
現
下
の
状
態
に
於
て
各
國
使
臣
等
は
　
　
す
る
者
ご
、
敵
意
を
有
す
る
二
派
が
あ
る
、
後
者
の
勢
力

如
何
に
し
て
其
生
命
の
安
全
ご
、
能
代
表
せ
る
國
家
の
奪
　
　
熾
烈
に
し
て
外
人
は
其
政
治
的
陰
謀
の
盗
め
に
屡
麦
犠
牲

碁
を
維
持
し
、
居
留
臣
民
の
生
命
財
産
及
び
利
払
を
擁
謹
　
　
に
供
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
こ
て
過
去
の
惨
事
よ
り
外
人

す
べ
き
や
に
就
い
て
協
議
せ
ん
が
爲
め
に
、
「
ヒ
ュ
ス
ヶ
　
　
の
危
瞼
な
る
情
勢
を
墾
属
し
、
今
や
大
意
政
府
は
圓
滑
な

ソ
し
葬
儀
の
當
日
だ
る
＋
二
月
九
具
颪
禁
昨
）
及
び
同
る
外
國
交
際
を
希
望
し
典
型
履
行
雲
鳥
な
ら
を
す
る

＋
百
（
一
月
二
十
一
日
）
曹
駐
剤
外
交
團
の
協
議
會
が
開
催
せ
　
も
、
無
力
に
し
て
之
を
遽
行
ず
る
の
樺
威
？
、
且
外
人

ら
れ
だ
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
騙
逐
を
念
ε
し
て
根
砥
深
き
陰
謀
を
逞
ふ
す
る
擾
夷
蕪

　
十
二
月
九
日
の
會
議
に
毘
塾
し
た
の
は
、
英
公
使
、
佛
　
　
を
抑
座
す
る
事
も
得
ざ
る
警
世
で
あ
る
、
ご
指
摘
し
、
各

総
領
事
の
外
米
公
使
「
ハ
ン
ス
」
、
蘭
総
領
事
「
デ
・
ウ
ヰ
ツ
　
　
國
使
臣
の
執
る
べ
き
適
當
且
有
毒
な
る
手
段
こ
し
て

ト
」
及
び
「
プ
ロ
シ
ア
」
下
墨
「
オ
イ
レ
ソ
ブ
ル
グ
」
の
五
入
　
　
　
　
各
國
使
臣
は
暫
時
江
戸
を
退
去
し
て
使
臣
館
を
横
濱
に
移
動
し

で
あ
っ
た
。
英
公
使
先
づ
所
見
を
日
本
政
情
の
観
察
論
よ
　
　
　
自
國
の
軍
艦
を
以
て
そ
の
安
全
隔
こ
各
藩
臣
民
の
生
命
三
盆
を
擁

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
．
第
十
五
谷
　
第
三
號
　
　
三
五
七

（15）
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丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
倹
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
⑬

毒
し
、
日
本
政
府
に
興
し
て
は
過
去
の
央
欺
無
責
任
を
詰
問
警

告
し
、
將
來
に
向
っ
て
條
約
履
行
の
義
務
、
外
入
保
護
に
就
ぎ

確
直
な
る
保
謹
を
強
要
し
、
以
て
日
本
帝
國
ミ
の
友
誼
あ
る
國

交
を
中
断
せ
し
め
す
、
夕
露
來
日
本
政
府
を
し
て
至
大
な
る
難

局
に
陪
ら
し
め
ざ
る
用
意
を
講
ず
る
に
在
る
で
あ
ら
う
。

ε
論
断
し
π
。

　
佛
総
領
事
「
ベ
レ
ク
ー
ル
」
は
、
英
公
使
の
論
述
に
甥
し

其
主
要
な
る
論
旨
に
賛
同
の
意
を
表
し
、
且
旨
く
「
予
は
常

に
危
難
の
身
邊
を
脅
威
し
つ
、
あ
る
が
如
き
國
家
に
駐
劃

　
　
　
　
ポ
ス
ト

し
て
、
其
地
位
を
擁
護
す
る
名
春
の
極
め
に
決
死
其
身
を

危
瞼
に
暴
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ご
は
信
ず
る
を
得

な
い
、
「
予
は
一
時
機
宜
の
措
量
ご
し
て
江
戸
を
退
去
し
、

以
て
日
本
政
府
を
刺
戟
し
改
善
の
機
會
を
與
へ
る
の
資
こ

す
べ
き
を
適
切
な
り
ご
信
ず
る
、
只
不
幸
に
も
米
公
使
の

予
等
と
異
見
を
有
す
る
ご
聞
く
は
、
外
炎
團
の
示
威
宣
言

の
数
果
を
減
殺
す
る
も
の
ご
し
て
遣
憾
の
意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
」
ご
論
じ
、
蘭
総
領
事
「
デ
・
ウ
イ
ッ
ト
」
は
、
、
日

（
大
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
三
號
　
　
三
五
入

　
　
本
政
府
の
藩
主
危
瞼
の
警
告
を
翻
せ
し
に
も
拘
ら
す
何
等

　
　
直
接
有
致
な
る
措
概
を
諒
す
る
所
な
き
を
指
摘
し
、
各
回

　
　
の
使
臣
が
閉
域
政
府
の
所
在
地
だ
る
郭
応
の
一
角
に
遁
避

　
　
し
て
其
保
護
を
受
け
る
が
如
き
不
名
番
な
る
態
度
に
三
つ

　
　
る
事
を
得
な
い
ε
述
べ
、
「
予
は
日
本
政
府
の
保
護
に
安
ん

　
　
す
る
事
が
出
來
ぬ
か
ら
暫
く
は
江
戸
葎
退
去
し
、
長
崎
に

　
　
在
っ
て
本
國
政
府
の
指
令
を
待
っ
て
更
に
態
度
を
決
す
る

　
　
で
あ
ら
う
」
ご
軌
れ
も
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
の
提
案
に
賛
意

　
　
を
表
し
た
。

　
　
　
…
然
る
に
米
公
使
「
ハ
リ
ス
」
は
濁
り
異
見
を
述
べ
て
曰
く

　
　
　
「
予
は
全
然
其
主
要
な
る
論
旨
に
於
て
諸
同
僚
…
ご
見
解
を

　
　
異
に
し
て
み
る
、
予
は
此
帝
國
に
於
け
る
最
古
墾
の
代
表

　
　
で
あ
り
、
多
年
此
國
の
官
憲
ご
親
密
な
る
交
誼
を
有
し
、

　
　
唖
聾
に
條
約
を
履
行
せ
ん
ご
す
る
好
意
ご
熟
望
ご
を
有
す

　
　
る
も
の
で
あ
る
、
今
や
日
本
政
府
は
幾
多
の
困
難
に
逢
遭

　
　
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
交
團
か
ら
不
可
能
の
難
事

　
　
を
強
要
す
る
事
は
抑
，
無
理
で
あ
ら
う
、
日
本
政
府
…
は
外

（16）



人
全
部
の
保
謹
に
罪
し
て
決
し
て
誠
意
を
有
せ
ぬ
も
の
で
　
　
せ
ら
れ
ん
事
を
望
む
も
の
で
あ
る
」
ご
論
破
し
た
。

は
な
い
が
、
「
ヒ
ュ
ス
〃
ソ
」
氏
の
如
き
事
件
を
防
止
す
る
　
　
　
最
後
に
「
プ
ロ
シ
ア
」
使
節
「
、
オ
ィ
レ
ン
ブ
ル
グ
」
は
「
公

事
は
困
難
で
あ
る
、
如
何
と
な
ら
ば
マ
・
ス
ヶ
ン
」
氏
は
　
使
及
び
公
使
館
員
の
警
が
動
も
す
れ
ば
重
大
な
る
結
果

予
及
び
日
本
政
府
よ
り
数
次
其
夜
間
外
出
の
黒
蓋
を
警
告
　
　
を
展
開
せ
し
め
る
事
は
他
に
そ
の
事
例
古
し
ご
し
な
い
が

し
た
に
も
拘
ら
す
、
氏
が
之
に
介
意
せ
澱
所
か
ら
惨
害
に
　
　
故
に
、
か
、
る
雪
男
に
身
を
暴
露
す
る
の
は
考
慮
，
せ
ね
ば

逢
慶
し
た
の
で
あ
る
、
予
は
今
年
ほ
完
全
に
安
全
な
る
位
　
　
な
ら
沁
、
「
ヒ
ュ
ス
ケ
ン
」
氏
の
殺
害
が
政
治
的
目
的
に
出

置
に
在
り
ビ
信
ず
る
を
以
て
江
戸
退
去
の
決
議
に
從
ふ
事
　
　
た
の
で
あ
っ
た
事
は
米
公
使
も
為
し
く
認
識
し
て
居
ら
れ

は
毘
來
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
所
で
あ
る
、
故
に
予
も
若
し
特
殊
の
事
情
に
在
ら
ざ
る

　
加
之
予
は
各
外
交
團
の
横
濱
に
退
去
せ
ん
ご
す
る
如
き
　
　
限
う
は
江
戸
を
退
去
す
る
に
躊
躇
し
な
い
が
、
今
若
し
横

行
動
は
却
っ
て
大
な
る
危
瞼
を
誘
登
し
、
且
一
度
江
戸
を
　
　
濱
に
退
去
す
れ
ば
叢
数
日
中
に
調
印
せ
ら
る
べ
き
條
約
は

退
去
す
れ
ば
再
び
鰭
還
す
る
事
困
難
な
る
べ
き
を
殺
る
、
　
　
富
め
に
故
意
に
延
期
せ
ら
れ
る
の
危
瞼
あ
る
故
に
、
碇
泊

も
の
で
あ
る
、
又
鼻
詰
に
各
國
の
兵
力
を
上
陸
せ
し
め
て
　
　
中
の
膚
國
軍
艦
の
擁
謹
の
下
に
暫
蒔
江
戸
に
留
る
で
あ
ら

自
衛
の
策
を
講
ず
る
は
，
此
國
の
民
3
5
を
刺
戟
し
て
一
層
　
　
う
、
公
使
館
の
警
衛
に
自
認
兵
力
を
使
用
す
る
は
「
ハ
ソ

の
危
瞼
を
惹
起
し
、
衝
突
の
結
果
不
幸
戦
孚
の
避
け
難
き
　
　
ス
」
公
使
の
言
の
如
く
危
瞼
な
り
ご
は
思
惟
せ
す
、
叉
「
べ

に
至
ら
ん
事
を
疑
惧
す
る
の
で
あ
る
、
予
は
各
國
代
表
者
　
　
レ
ク
ー
ル
」
氏
の
言
へ
る
「
ハ
ン
ス
」
氏
の
江
戸
襟
留
は
外

が
日
本
政
府
を
督
悲
し
其
努
力
を
更
に
翼
果
あ
ら
し
め
ん
　
　
交
團
の
行
動
の
数
果
を
減
殺
す
る
も
の
な
り
ご
の
論
旨
に

が
畳
め
に
、
先
づ
此
政
府
を
信
用
す
る
事
に
態
度
を
剛
に
　
　
も
首
肯
す
る
事
は
出
來
澱
、
如
何
ざ
な
れ
ば
氏
の
地
位
は

　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
三
號
　
　
三
五
九

（17）



丈
久
｝
兀
年
に
於
ぽ
り
る
外
醐
門
公
僚
…
江
戸
退
去
閣
陽
旭
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
T
T
連
城
　

第
「
　
開
戦
　
　
　
三
山
ハ
○

特
殊
で
あ
り
其
外
交
團
の
最
古
墾
者
こ
し
て
又
最
初
の
凝

血
締
結
者
ご
し
て
田
本
政
府
は
充
身
な
る
保
護
を
加
へ
る

で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
ピ
論
じ
旋
。
（
倉
皇
要
論
）
、
「

　
斯
く
し
て
十
二
月
九
日
の
決
議
は
米
公
使
を
除
き
他
は

江
戸
退
去
を
適
切
な
手
段
こ
な
す
に
一
致
し
た
の
で
め

る
〇

　
十
二
月
十
・
一
日
第
二
次
外
交
蒸
溜
合
に
於
て
、
米
公
使

「
ハ
ン
ス
」
を
除
い
た
前
記
英
佛
蘭
普
四
國
使
臣
は
ゐ
第
一

次
連
合
に
於
け
る
竜
北
要
項
及
び
各
代
表
の
意
見
を
探
録

し
淀
書
面
を
査
閲
し
、
各
自
之
を
承
認
す
る
の
讃
査
こ
し

て
肉
署
し
、
各
本
釜
政
府
に
報
告
す
べ
き
事
を
決
議
し
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
九

　
前
日
來
所
見
の
互
ひ
に
斜
格
せ
し
英
公
使
「
オ
ー
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ツ
ク
」
は
↓
第
二
次
會
合
に
米
公
使
「
ハ
ン
ス
」
の
出
席
し

な
か
っ
た
の
に
痛
く
戚
情
を
害
し
、
其
態
度
を
非
難
し
て

「
彼
の
態
度
は
猫
り
米
國
政
府
の
み
な
ら
す
日
本
政
府
の

將
來
を
も
誤
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
、
日
本
政
府
は
必
ず

彼
を
目
す
る
に
其
同
盟
の
如
く
し
、
特
に
其
全
力
を
継
げ

て
彼
を
擁
護
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
」
、
ご
憤
慨
し
た
が
、

翌
十
二
局
一
書
を
裁
し
て
「
ハ
リ
ス
」
の
三
千
せ
し
を
難
詰

し
主
面
録
に
署
名
を
求
め
た
、
之
に
謝
し
て
「
の
リ
ス
」
は

「
第
二
次
會
合
に
於
て
は
前
日
の
論
議
は
縫
回
せ
ら
れ
澱

ご
の
貴
下
の
言
明
を
得
た
か
ら
、
老
中
ご
愚
見
の
前
約
を

果
す
爲
め
に
會
合
に
は
出
席
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
第

二
次
會
合
仁
出
席
せ
ざ
る
予
ご
t
て
婁
皇
位
を
保
謹
す
る

企
め
に
署
名
を
な
し
得
る
で
あ
ら
う
か
」
と
て
之
を
拒
否

し
、
更
に
忌
揮
な
く
其
所
見
を
詳
述
し
此
意
見
を
稟
議
録

に
添
付
し
て
各
締
盟
國
政
、
府
に
國
示
せ
ん
事
を
求
め
た
。

　
「
ハ
ン
ス
」
の
こ
の
書
翰
は
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
の
挑
戦
に

比
し
多
少
激
昂
の
除
軌
為
せ
ら
れ
だ
も
の
、
如
き
も
、
、
彼

の
我
國
情
に
謝
す
る
理
解
並
に
我
が
幕
府
に
寄
す
る
同
情

の
念
は
紙
上
に
躍
如
た
る
も
の
が
あ
、
る
、
其
要
旨
を
蓮
ぶ

れ
ば
、

（18）



・
會
議
録
に
示
さ
れ
た
る
論
旨
の
鳥
餌
は
次
の
二
十
に
蹄
　
　
は
既
に
十
九
ヶ
月
間
江
戸
に
安
住
し
得
た
の
で
あ
る
、
か

す
る
Q
郎
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
米
國
公
使
館
の
適
任
忠
實
な
る
三
三
官
の
死
は
擁
日
本

　
一
、
日
本
政
府
に
誠
意
な
し
ミ
認
む
る
こ
唱
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
政
府
が
屡
、
夜
行
の
危
瞼
を
警
戒
し
た
る
を
無
視
し
、
叉

　
．
二
、
各
國
使
下
館
の
館
員
は
、
江
戸
に
在
っ
て
は
噌
殺
の
危
険
　
　
洒
脱
た
る
彼
が
警
衡
を
随
飛
す
る
を
嫌
ひ
、
伝
歩
を
試
む

　
　
に
暴
露
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
か
ら
、
各
自
の
安
全
の
爲
め
，
叉
　
　
る
を
予
は
常
に
危
惧
し
て
み
た
こ
ご
の
現
實
に
表
は
れ
た

　
　
日
本
政
府
に
一
暦
の
努
力
を
促
す
爲
め
に
冬
使
臣
館
を
横
町
　
　
に
過
ぎ
ぬ
。

　
　
に
移
し
自
衛
の
馨
講
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
．
さ
、
　
　
　
省
ほ
日
本
政
府
の
爲
め
に
、
其
政
情
を
考
察
す
る
要
が

然
る
に
、
予
は
全
然
之
と
所
見
を
異
に
す
る
、
日
本
政
府
　
　
あ
る
、
二
百
年
以
上
孤
立
の
漕
運
に
在
っ
た
國
家
が
、
急

は
開
港
脚
下
よ
り
外
人
の
保
護
に
誠
意
を
有
し
、
且
常
に
　
　
に
外
入
の
爲
め
に
開
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
流
階
級

焦
慮
し
つ
、
あ
る
、
但
、
日
本
政
府
は
鼠
輩
の
唐
鞍
制
度
　
　
の
大
部
分
が
新
事
物
に
悪
戚
を
懐
く
こ
ご
も
無
埋
か
ら
ぬ

ご
同
一
様
式
の
警
衛
方
法
を
外
人
に
も
適
用
せ
ん
こ
し
た
、
　
　
こ
ε
で
、
江
戸
は
こ
れ
等
人
士
の
尤
も
多
数
集
合
し
て
ゐ

然
る
に
公
使
初
め
館
員
等
は
、
日
本
政
府
が
其
身
分
相
當
　
　
、
る
所
で
あ
る
、
又
一
般
的
消
費
物
資
の
市
債
騰
貴
は
外
國
，

＆
思
惟
す
る
居
館
内
径
に
外
出
時
の
多
数
警
衡
者
を
随
從
　
　
貿
易
の
影
響
こ
し
て
、
民
衆
に
外
人
反
抗
の
優
勢
を
高
め

す
る
こ
ビ
を
嫌
悪
し
、
我
流
の
要
求
を
毒
し
て
、
日
本
政
　
　
つ
、
あ
る
こ
ご
も
事
實
で
あ
る
、
日
本
政
府
は
條
約
の
履

府
を
苦
し
め
た
の
は
果
し
て
正
号
で
｝
あ
ら
う
か
、
若
し
日
　
　
行
に
飽
迄
一
聯
な
ら
ん
こ
ご
は
出
來
て
も
、
か
～
る
輿
論

本
政
府
に
誠
意
な
く
、
各
國
代
表
者
を
威
脅
虚
殺
す
る
意
　
　
を
抑
制
す
る
こ
ε
は
風
難
で
あ
ら
う
、
加
之
軍
議
に
於
け

思
が
あ
ぢ
ば
、
一
瞬
時
間
に
行
は
れ
る
こ
ご
で
あ
る
、
予
　
　
る
論
議
の
根
祇
に
は
、
日
水
政
府
を
西
方
文
明
諸
國
の
政

　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
三
號
　
　
三
六
一
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丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
三
號
　
　
三
六
二

府
ご
同
一
親
す
る
遇
談
の
存
す
る
こ
ご
を
指
摘
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
、
日
本
帝
國
の
政
情
は
中
世
紀
に
於
け
る
欧
洲
の
政

局
に
類
似
し
て
み
る
、
赦
に
文
化
國
に
謝
す
る
ビ
同
憂
に

迅
速
確
實
な
る
措
置
を
求
む
る
は
不
可
能
な
る
事
を
強
要

す
る
ε
同
一
で
あ
ら
う
、
又
或
個
人
の
不
法
行
爲
に
飽
し

て
政
府
の
責
任
を
問
ふ
こ
と
は
國
際
法
上
に
も
支
持
せ
ら

れ
澱
こ
ご
で
、
か
、
る
原
則
は
西
方
諸
國
に
は
行
は
れ
訟

こ
せ
で
あ
る
、
近
時
倫
敦
裁
仁
所
は
佛
國
皇
帝
の
生
命
を

窺
っ
た
謀
反
者
を
放
免
し
た
》
さ
れ
ざ
も
、
佛
國
大
使
は

「
ド
ー
ヴ
ー
」
に
退
去
し
た
ε
は
聞
か
ぬ
．
又
「
ナ
ボ
ソ
」
の

公
道
に
看
て
自
叢
数
百
人
環
視
の
中
に
於
て
佛
國
公
使
は

殺
害
せ
ら
れ
犯
人
は
公
衆
の
支
持
に
依
っ
て
遁
走
し
た
が

佛
公
使
館
は
犯
人
が
逮
捕
せ
ら
れ
滋
事
に
依
っ
て
撤
邊
し

た
こ
ご
を
耳
に
せ
訟
。

　
更
に
日
本
政
府
を
畳
醒
せ
し
む
る
が
爲
め
に
、
各
國
代

表
者
が
警
護
に
退
去
せ
ん
ビ
す
る
は
大
な
る
過
誤
で
あ

る
、
條
全
中
に
公
使
駐
農
地
を
江
戸
ご
規
署
す
る
に
鳳
、
多

大
の
困
難
ご
略
論
を
費
し
た
こ
ε
で
あ
る
、
藍
本
委
員
等

は
公
使
の
江
戸
駐
捌
に
反
出
し
て
紳
奈
川
若
く
は
川
崎
を

主
張
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
各
國
代
表
の
横
濱
退
去
は
日

本
政
府
の
希
望
す
る
所
に
陥
う
、
彼
等
は
江
戸
の
各
國
使

臣
館
を
警
衛
す
る
責
任
、
苦
心
及
び
費
用
ご
を
軽
減
せ
ら

る
、
に
満
足
す
る
で
あ
ら
う
、
斯
く
槻
じ
遅
れ
ば
各
誌
代

表
の
探
ら
ん
ご
す
る
態
度
は
何
等
数
果
を
齎
ら
す
も
の
で

は
な
い
、
醗
本
人
を
文
化
に
赴
か
し
め
ん
が
爲
め
に
は
、

山
程
堆
積
す
る
交
渉
文
書
や
、
敷
師
五
萬
入
を
一
時
に
差

し
向
け
ん
こ
て
何
の
数
果
が
あ
ら
う
か
、
只
時
、
忍
耐
及

び
寛
容
の
み
尤
も
望
ま
し
き
好
果
を
來
す
も
の
で
あ
る
、

予
は
東
方
諸
國
に
於
け
る
基
督
激
文
化
の
指
導
が
流
血
の

惨
を
以
て
其
第
一
頁
を
汚
さ
ざ
ら
ん
こ
ざ
を
望
む
も
の
で

あ
る
。

　
ご
、
手
痛
き
反
駁
を
爲
し
て
み
る
。
此
後
数
次
「
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
」
「
ハ
ヲ
ス
」
慌
者
の
間
に
は
男
瓦
が
繰
り
返
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
其
結
果
爾
公
使
の
捲
落
は
全
く
阻
隔

（　＋．’．・o）

，



せ
ら
れ
愛
護
写
せ
ら
藍
こ
ξ
な
っ
た
。
（
誓
蜀
勢

都
罫
鱗
附
）

　
　
　
　
　
一
〇

　
各
國
使
臣
會
議
の
結
果
に
基
き
英
公
使
「
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
」
及
び
佛
麹
脚
鎮
事
「
ベ
ン
ク
ー
ル
」
は
、
　
十
二
月
十
山
ハ

旦
ト
罷
）
英
艦
「
エ
ン
カ
ウ
γ
タ
止
に
同
乗
し
て
其
館
員

ご
共
に
横
濱
に
退
去
し
た
、
其
退
去
に
臨
ん
で

　
　
一
、
面
擦
の
外
人
殺
傷
事
件
は
概
ね
政
治
的
背
景
よ
り
生
ぜ
し

　
　
こ
一
こ
、

　
二
、
開
港
後
十
八
ヶ
月
間
に
於
け
る
撒
度
の
殺
傷
事
件
に
、
未

　
　
だ
一
回
も
二
野
の
機
摩
せ
ら
れ
ぬ
こ
ε
、
こ
は
外
入
の
殺
獄

　
　
は
常
に
容
易
に
行
は
れ
得
べ
き
こ
一
こ
を
國
民
に
公
示
す
る
に

　
　
等
し
き
こ
ミ
、

　
三
、
日
本
政
府
は
履
々
外
人
灘
撃
の
隙
謀
に
就
て
警
告
を
嚢
し

　
　
て
外
人
を
威
赫
せ
し
も
、
之
が
防
臣
警
衛
に
就
て
は
常
に
無

　
　
責
任
で
あ
．
る
こ
ミ
、
及
び
日
本
政
府
の
附
す
る
警
画
の
士
卒

　
　
は
怯
儒
に
し
て
奴
果
な
歯
こ
、
こ
、

　
四
，
斯
る
不
安
危
険
に
偏
し
て
日
本
政
府
が
充
分
有
敷
な
る
措

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
國
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）

置
ミ
、
確
實
な
る
保
謹
を
與
ふ
る
迄
一
時
身
を
安
全
地
域
に

退
け
ん
、
こ
す
、
こ
れ
日
本
帝
國
－
こ
の
交
際
を
永
堅
し
且
重
大

な
る
紛
紙
を
惹
起
せ
し
め
ぬ
爲
で
あ
る
こ
噌
こ

云
々
の
趣
旨
を
宣
告
し
て
み
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
蘭
総
領
事
「
デ
・
ウ
ヰ
ツ
ト
」
は
既
に
長
崎

に
去
り
、
「
プ
・
シ
ァ
」
使
節
「
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
」
も
十
二

月
＋
四
旦
蒲
に
薪
講
書
の
調
印
を
了
し
支
那
に
向
っ
て

退
去
し
た
の
で
、
江
戸
に
駐
黙
す
る
公
使
は
米
國
公
使

「
亥
」
天
の
含
な
っ
た
、
「
三
あ
此
肇
臨

深
く
幕
府
懸
路
の
戚
謝
し
た
所
で
、
又
永
く
邦
人
間
に
好

印
象
を
残
し
た
こ
ご
は
説
く
ま
で
も
な
い
こ
ご
で
あ
る
。

、
「
ハ
リ
ス
」
は
英
四
三
國
代
表
の
退
去
に
就
き
て
本
四
政

府
、
に
報
告
し
て
曰
く
、

英
佛
爾
國
代
表
は
共
に
瀞
経
質
の
人
物
で
、
過
去
十
六
ヶ
月
間

を
興
奮
ミ
警
戒
ミ
に
殆
ん
，
ご
恐
慌
款
態
で
過
し
た
、
彼
等
が
此

感
情
で
各
其
本
國
政
府
に
日
本
の
特
殊
な
る
事
情
を
報
告
し
刺

戟
す
る
場
合
、
嬬
希
な
る
反
面
を
鰍
洲
諸
國
に
起
し
て
、
日
本

　
　
　
　
　
第
十
｝
血
巷
　
第
瓢
一
号
　
　
　
三
山
戸
当



丈
久
元
年
に
於
け
る
外
目
公
使
江
戸
町
去
問
纒
に
就
て
（
下
）
（
大
荻
）
　
　
　
　
第
＋
五
巻
第
三
競
　
三
六
凶

　
帝
國
ε
の
關
係
に
不
測
の
王
胤
を
生
ぜ
し
め
は
せ
ぬ
か
S
憂
慮

す
る
所
で
あ
る
。
（
一
入
山
ハ
「
年
二
月
十
三
日
附
報
皆
書
）

ご
、
「
ハ
ヲ
ス
」
は
既
に
萬
延
元
年
二
三
月
頃
よ
り
我
が
國

在
留
の
英
十
寸
…
國
の
海
軍
將
稜
及
び
丈
官
の
間
に
於
て
西

欧
諸
國
ご
日
本
ご
の
戦
闘
は
避
け
難
く
、
日
本
は
途
に
分

適
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
ご
の
意
見
が
行
は
れ
て
る

る
こ
嘉
聞
知
し
て
み
た
の
で
（
［
八
山
ハ
一
」
牛
十
月
七
日
附
報
告
書
）
特
に
此
危

惧
を
懐
い
た
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
」
一

　
江
戸
退
去
に
關
す
る
「
膝
許
川
コ
ソ
ク
」
公
使
の
報
告
を

接
受
し
淀
英
外
相
「
ラ
ッ
セ
ル
」
は
、
　
一
度
は
公
使
の
此
欝

置
を
是
認
し
た
る
も
「
英
女
王
政
府
は
日
本
政
府
ご
攻
爾

す
る
意
思
を
有
せ
す
、
・
水
く
條
納
一
の
附
齢
す
る
利
盆
に
浴

せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
英
臣
民
並
に
他
の
盟
約

諸
國
民
の
生
命
財
産
の
擁
護
上
緊
急
已
む
を
得
ざ
る
場
合

以
外
、
決
し
で
兵
力
の
使
用
若
く
は
示
威
の
手
段
を
用
ひ

ぬ
こ
ご
を
要
望
す
る
。
英
政
府
は
過
去
一
ヶ
年
の
纏
験
に

依
り
英
國
の
日
本
に
於
け
る
貿
易
が
前
途
有
望
な
る
に
鑑

み
、
居
留
慮
民
が
斯
る
不
安
裡
に
國
家
の
利
釜
の
凹
め
隠

忍
せ
ん
こ
ご
を
希
望
す
る
ビ
共
に
彼
等
の
現
状
に
は
深
き

同
情
を
寄
す
る
も
の
で
あ
る
し
こ
て
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
め

武
断
的
手
段
に
出
つ
る
こ
ご
を
戒
署
し
、
居
留
臣
民
擁
護

の
温
め
に
軍
艦
派
遣
を
東
洋
艦
隊
司
倉
長
官
「
ボ
ー
プ
」
提

督
に
登
結
し
た
こ
嘉
報
じ
て
み
る
が
（
一
八
六
一
年
四
月
入
日
附
訓
令
）
幾

も
な
く
、
改
め
て
「
女
王
政
府
は
其
代
表
使
臣
め
首
府
駐

劉
権
を
容
易
に
放
棄
せ
訟
こ
ご
に
就
き
貴
下
が
充
発
考
慮

せ
ん
こ
ご
を
要
め
る
、
又
此
智
利
を
一
時
的
だ
り
こ
も
放

棄
す
る
が
如
き
行
動
を
愼
ま
む
こ
ご
を
望
む
、
そ
れ
は
日

本
政
府
こ
の
間
に
直
接
紛
擾
を
惹
起
す
．
る
虞
が
あ
る
が
ら

で
あ
る
、
故
に
現
下
の
紛
転
を
蓮
に
解
決
し
、
　
一
日
半
速

に
首
府
に
蹄
還
し
、
其
使
命
の
一
を
果
さ
ん
こ
ご
を
希
望

す
る
」
云
々
の
指
命
を
虚
し
て
る
る
。
（
悪
言
欝
二

黒
童
言
繍
）

　
懸
巣
國
政
府
の
訓
命
の
「
オ
ー
ル
コ
ソ
ク
」
公
使
の
手
に

（　o．oL　）



到
着
し
た
る
は
、
少
な
く
こ
も
五
月
（
六
月
）
の
初
旬
で
あ
　
　
に
其
交
渉
に
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
℃
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
し
公

る
か
ら
、
英
佛
代
表
使
臣
の
江
戸
鰭
還
に
は
薩
接
の
關
係
　
　
使
は
途
に
「
各
國
外
交
官
は
日
本
國
内
理
事
の
構
利
が
あ

を
有
た
ぬ
の
で
あ
る
。
然
る
に
英
佛
爾
代
表
の
執
っ
た
措
　
　
る
か
ら
、
佛
総
領
事
ご
共
に
鰭
て
開
か
る
べ
き
兵
庫
其
他

置
は
米
公
使
「
ハ
ン
ス
」
の
軍
濁
江
戸
残
留
に
依
っ
て
著
し
　
　
の
開
港
場
任
地
踏
査
に
向
ふ
」
旨
を
幕
府
に
通
告
し
外
入

く
其
氣
勢
を
減
殺
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
す
、
幕
府
に
も
大
　
　
保
護
に
寒
心
し
つ
、
あ
る
幕
府
の
弱
黙
を
衝
い
た
の
で
、

な
る
反
響
を
與
へ
な
か
つ
だ
の
で
、
爾
代
表
は
騒
然
肖
登
　
　
幕
府
は
漸
く
其
要
求
を
容
れ
て
若
年
寄
酒
井
右
京
亮
を
横

的
に
江
戸
麟
還
を
急
ぐ
こ
ご
、
な
っ
た
。
而
か
も
彼
等
は
　
　
濱
に
差
遣
し
彼
等
ご
商
議
せ
し
め
る
こ
ご
、
な
っ
た
。

幕
府
の
懇
請
に
由
っ
て
麟
府
す
る
形
式
ご
奪
嚴
ご
を
保
持
　
　
　
英
佛
爾
代
表
ご
酒
井
右
京
時
雨
こ
の
江
戸
露
還
談
判
は
、

せ
ん
こ
・
を
竺
横
奪
去
雛
藩
の
喜
・
今
摺
久
元
年
弄
士
百
、
＋
三
日
、
及
び
＋
合
（
蘇
脇

せ
ん
こ
墓
要
求
し
た
。
之
に
反
し
て
幕
府
要
鷺
四
書
」
朝
に
＋
）
の
こ
面
に
亙
っ
て
次
の
如
藷
決
せ
ら

「
ハ
ン
ス
」
公
使
の
道
破
し
た
る
が
如
く
、
當
時
浪
士
等
の
　
　
れ
た
。

跳
梁
に
苦
し
み
外
乱
使
臣
等
を
江
戸
郭
内
の
一
角
に
放
容
　
　
　
一
一
二
軍
の
命
に
依
っ
て
英
佛
爾
國
代
表
の
江
戸
垂
領
を
希
望

し
て
其
保
護
を
計
ら
ん
ご
迄
に
焦
慮
せ
る
際
ε
て
、
國
交
　
　
　
　
す
る
旨
の
老
中
書
翰
を
獲
す
る
こ
言

に
異
鍵
を
生
せ
澱
限
り
晶
央
佛
使
臣
館
の
横
濱
に
於
け
る
肖
　
　
　
　
二
・
英
書
爾
國
代
表
の
江
戸
餅
還
に
就
て
は
、
將
來
外
人
の
保

衛
は
畢
寛
其
負
荷
を
輕
減
せ
し
め
る
姿
で
急
速
に
其
蹄
還
　
　
　
　
護
を
確
証
な
ら
し
め
る
が
爲
め
に
下
記
の
方
法
を
講
ず
る
こ

を
希
望
す
る
こ
ご
で
は
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
幕
府
…
は
此
詰
…
　
　
　
ミ

求
に
謝
し
僅
か
に
外
國
奉
行
を
派
遣
す
る
の
み
で
、
容
易
　
　
　
a
、
從
來
の
警
固
吏
員
は
其
任
務
に
堪
へ
ざ
る
に
依
り
爾
今
は

　
　
　
　
↓
又
久
一
遠
島
に
於
ゆ
り
ろ
外
下
血
僚
…
江
戸
一
退
去
問
題
に
晶
肌
て
、
（
下
）
　
（
ム
人
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
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丈
久
元
年
に
於
け
る
外
乱
公
使
江
戸
退
去
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）

　
大
君
の
親
衛
士
中
よ
り
簡
抜
し
之
に
當
つ
る
こ
ミ

b
、
江
戸
府
内
に
於
け
る
番
所
の
増
設

。
、
新
警
衛
兵
に
し
て
倫
ほ
不
充
分
な
り
ミ
認
む
る
時
は
各
國

　
代
表
は
自
國
兵
員
中
よ
り
選
該
す
る
騎
馬
衛
兵
を
随
從
せ
し

　
め
る
こ
く
」

d
」
使
臣
館
内
の
警
衡
は
動
も
す
れ
ば
隠
本
政
府
よ
り
外
國
代

　
表
に
附
し
た
る
探
偵
監
覗
入
の
如
く
、
又
使
臣
館
「
こ
禺
入
日

　
本
人
間
・
こ
の
伸
介
を
回
す
三
三
の
如
く
見
回
さ
る
Σ
。
か
放
に

　
爾
後
は
彼
等
は
使
臣
館
地
域
外
に
術
禽
を
置
き
、
鰭
員
の
許

　
可
な
く
し
て
、
館
内
に
出
入
す
る
を
禁
ず
る
こ
¶
こ

e
，
外
人
を
殺
傷
し
た
る
犯
人
の
検
暴
．
慮
箭
に
嚴
重
な
る
法
則

　
を
設
け
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
言

三
、
若
苗
並
に
老
中
の
希
望
に
遮
り
て
英
佛
爾
國
代
表
錦
府
の

　
際
に
は
、
之
を
公
衆
に
周
知
せ
し
む
る
爲
に
、
外
回
代
表
へ

　
の
敬
意
奪
嚴
の
維
持
ミ
し
て
、
品
川
著
岸
の
時
外
町
奉
行
之

　
を
迎
へ
て
使
臣
館
に
誘
導
し
、
各
使
臣
館
に
掲
揚
さ
る
、
國

　
旗
に
旨
し
て
品
川
台
場
よ
り
各
二
十
一
嚢
の
説
砲
を
回
し
、

　
遊
星
軍
艦
は
傭
上
日
本
國
旗
を
掲
揚
し
て
之
に
答
禮
す
る
こ

第
十
五
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
三
山
ハ
山
ハ

　
ε

四
、
横
濱
居
留
地
の
煎
豆
、
貿
易
手
短
の
改
善
、
税
開
事
務
の

響
讐
麩
し
は
書
籍
無
績
す
べ
き
ミ
（
砺
一
卉

誰
槻
、
）

斯
ε
て
正
旦
手
百
（
三
月
二
日
）
「
オ
ー
ζ
ソ
ク
」
は

英
艦
「
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
」
に
「
ベ
レ
ク
ー
ル
」
は
英
艦
「
ビ

ォ
、
矛
ー
ル
」
（
国
9
］
Φ
9
に
噛
し
て
品
川
に
着
し
、
外
國
奉

行
竹
本
回
書
頭
、
高
井
丹
波
守
二
人
に
迎
へ
ら
れ
、
使
臣

館
に
掲
揚
せ
ら
れ
た
英
国
爾
國
の
國
旗
に
は
毛
際
禮
法
た

る
二
十
一
嚢
の
祝
登
が
放
た
れ
、
江
戸
退
去
後
月
除
に
し

て
再
び
江
戸
駐
捌
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
」
公
使
之
を
本
國
政
府
に
報
告
し
て
曰

く
㍗

予
等
が
江
戸
を
退
去
せ
し
時
、
凝
り
其
意
見
政
策
を
異
に
せ
し

墜
の
外
掛
毒
言
r
麓
貌
指
）
は
、
予
が
再
び
江
戸
に

餓
還
す
る
は
困
難
な
る
べ
し
ミ
指
摘
し
た
る
に
も
拘
は
ら
す
、

月
蝕
に
し
て
堂
々
蹄
逸
す
る
こ
ミ
を
得
た
、
使
臣
館
内
に
樹
て

（　2il　）



　
ら
れ
た
る
國
旗
に
封
ず
る
覗
砲
は
、
日
本
政
府
が
初
め
て
撃
つ

　
た
國
際
禮
法
で
あ
っ
た
こ
S
は
尤
も
重
要
事
で
あ
る
、
親
砲
の

　
欄
度
は
此
國
に
存
せ
ざ
る
習
慣
で
、
気
転
如
何
な
る
場
合
、
例

　
へ
ば
外
回
使
節
三
三
の
場
合
は
勿
論
、
日
本
の
溝
米
三
三
の
出

　
震
三
朝
の
際
す
牡
搭
藁
栄
艦
ミ
の
覗
砲
交
換
す
ら
終
に
行
は
れ

　
．
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
今
や
雪
天
爾
國
代
表
は
斯
る
盛
儀
の
下

　
に
日
本
君
主
の
懇
請
を
容
れ
て
其
首
府
に
餅
蓬
し
た
ρ

云
々
ご
、
同
日
叉
一
書
を
「
ハ
ジ
ス
」
に
寄
せ
て
、
其
館
還

を
回
し
、
且
予
等
が
若
年
寄
ご
協
議
決
定
し
た
る
警
備
其

他
の
條
件
ば
、
一
予
等
の
江
戸
退
去
を
充
分
意
義
あ
ら
し
め

た
る
こ
ご
を
貴
下
に
報
道
す
る
の
光
榮
を
有
す
、
ご
通
告

し
て
み
る
。

　
之
に
封
し
て
「
ハ
ン
ス
」
公
使
は
敢
て
批
判
的
回
答
を
登

し
て
は
居
ら
ぬ
が
、
’
其
三
月
六
旧
附
本
國
政
府
へ
の
報
告

書
中
に
「
英
佛
代
表
は
本
月
二
日
江
戸
に
露
還
し
た
、
予

が
彼
等
ざ
行
動
を
一
に
爲
さ
な
か
っ
た
こ
ε
、
及
び
予
が

直
峯
大
謄
に
披
渥
し
た
意
見
は
少
か
ら
ず
彼
等
の
蹄
還
を

早
め
、
此
好
結
果
を
齎
ら
し
た
も
の
ご
信
ず
る
、
予
の
行

　
　
　
　
丈
久
元
年
に
於
け
る
外
鴎
公
使
江
芦
退
ま
問
題
に
就
て
（
下
）
　
（
大
塚
）

動
は
謙
り
日
本
政
府
の
爲
の
み
な
ら
す
、
糖
蜜
維
持
の
上

に
も
大
な
る
儂
値
あ
る
べ
し
ご
信
ず
る
の
で
あ
る
、
予
は

予
の
部
下
た
る
使
臣
館
員
が
予
ご
行
動
を
共
に
す
る
を
嫌

忌
せ
ざ
り
し
忠
實
な
る
態
度
に
戚
謝
し
つ
、
あ
る
の
で
あ

る
」
ビ
認
め
て
み
る
の
で
あ
る
。

飽
が
十
五
悠
　
第
三
直
観
　
　
　
一
二
山
ハ
七

（25）


